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御意見及び御意見に対する消費者庁の考え方 

No. 案に対する御意見 御意見に対する消費者庁の考え方 

１ 

当該改正案について概ね賛成であるが、

「ゴム」の名称では一般的に工業製品と

してのゴム（タイヤやゴムバンド等）を

想起し消費者に不要な反発を生じかね

ないため、ポリイソプレンや天然イソプ

レンなど、その他名称が使用可能とする

ことを提案する。 

これまで既存添加物の名称として「「ゴム

」としており、これに対応する成分規格

であることから、名称は「ゴム」とした

上で、別名として「カウチョック」を規

定しております。 

２ 

今般、成分規格が新たに設定される予定

の「単糖・アミノ酸複合物」について、

以下の意見を提出いたします。 

指定添加物とは異なり、既存添加物の多

くは多成分混合物であり、原料や製造条

件等の違いによって成分組成が変動し、

その毒性も変化するおそれがあります。

したがって、このような添加物の安全確

保には、原料や製造条件、成分組成など

を含めた規格基準の設定と適切な毒性

試験に基づいた安全性の確認が不可欠

です。 

既存添加物「単糖・アミノ酸複合物」は、

成分分析データや毒性試験データがほ

とんど入手できず、安全性を判断する上

で最低限必要と思われる遺伝毒性試験

と短期の反復投与毒性試験のデータが

ない（または公表されていない）状況で

流通しているものと認識しています。 

本品目は、成分規格案の定義によれば、

「アミノ酸と単糖類の混合物を加熱し

て得られたものである」とされています

ので、メイラード反応生成物（Maillard「

reaction「products:「MRP）そのものと考

えられます。単糖もアミノ酸もそれぞれ

20 種類以上ありますので、その反応の組

み合わせは膨大にあり、その結果生成す

単糖・アミノ酸複合物の製造工程では加

熱処理が水溶液中で行われ、不溶性画分

を収拾する工程が含まれていることも

考慮すると、製品中にメイラード反応生

成物が残存する可能性は極めて低いと

考えられます。 

また、実際に日本国内で流通している既

存添加物「単糖・アミノ酸複合物」の製

品について分析をした結果、製品中のア

クリルアミドの含量は 4.3～58.4「 ng/g

であり、この含量と添加物の生産量から

推定される「「単糖・アミノ酸複合物」由

来の摂取量は、食品安全委員会の評価書

によるアクリルアミドの平均的な推定

摂取量と比較してかなり少ないことが

確認できております。 

なお、安全性の評価につきましては引

き続き情報収集に努めており、結果が出

次第、食品衛生基準審議会添加物部会に

おいて報告させていただく予定です。 

現在は「「単糖・アミノ酸複合物」につい

ては、食品衛生法に基づく成分規格が設

定されていないところ、新たに成分規格

を設定することにより、添加物としての

品質がより一層担保できるようになる

ものと考えます。 
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る MRP の種類も膨大です。さらに、MRP

には変異原性を示すものが多数あり[1-

6]、その一つであるアクリルアミドはア

スパラギンと還元糖との反応で生成す

る遺伝毒性発がん物質です。アクリルア

ミドについては消費者の関心も高く、食

品安全委員会はリスク評価の結果に基

づいて、合理的に達成可能な範囲ででき

る限りアクリルアミドの低減に努める

必要があるとし、農林水産省も低減に向

けた取組みを消費者や食品事業者に勧

めています。 

今回、貴庁が提示された成分規格案で

は、窒素含量の下限規定、性状、確認試

験などを規定しています。しかし、原料

や製造条件を制限する規定がないため、

MRP のうち有害なものを排除または低減

するための規格にはなっていないもの

と考えます。 

また、性状や確認試験は「第 11 版食品

添加物公定書作成検討会報告書」によれ

ば「市販流通品の実態に合わせて設定し

た」とされています。適切な毒性試験の

結果に基づいて安全であることが確認

された流通品に合わせた規定であれば

理解できますが、上述したようにデータ

が入手できないため、流通品に合わせた

性状等の規定は安全の根拠にはならな

いと考えます。なお、窒素含量の規定は、

報告書で「本品が単糖とアミノ酸の混合

物を加熱して得られたものであること

を確認するため」としていますが、窒素

を含む有機化合物はアミノ酸以外にも

多種類ありますので、この規定だけでは

確認はできないのではないでしょうか。 
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貴庁は市販流通品の情報を入手されて

いるようですので、性状等の情報のみな

らず、何よりも重要な原料や製造条件の

情報、有害成分の含量も含めた成分組成

に関する情報も参考にして、科学的根拠

に基づいた成分規格を提案すべきと考

えます。少なくとも、食品安全委員会の

評価や農林水産省の施策に呼応させる

ためにも、アクリルアミドの混在を防止

するような規定を盛り込むべきではな

いでしょうか。 

以上 
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３ 

訂正について何ら問題はありません。む

しろ、簡潔に要件がまとめられており、

本質から外れないので理解・確認し易く

なった。 

本改正案に賛成の御意見として承りま

した。 

 


